
 

 
 

 

平成 30年 3月 27日 

 

八千代町での「定住支援商品」の取扱い開始について 

 

 

筑波銀行（頭取：藤川 雅海、本店：茨城県土浦市）は、このたび新たに八千代町において「定住支

援商品」の取扱いを開始しますので、お知らせいたします。 

当行は今後も、地域経済の活性化に資する取組みに積極的に協力していくことにより、地域の発展に

貢献してまいります。 

 

記 

 

１．取扱開始日 

平成 30年 4月 1日（日） 

 

２．商品の概要 

(1)八千代町「定住促進住宅ローン」 

   八千代町の「八千代町転入者住まい応援助成金制度」の適用を受けられる方を対象に、住宅ロー

ンの特別金利割引制度を適用いたします。 

 

(2)八千代町定住支援「ローン金利割引制度」 

 八千代町に住民登録がある方を対象に、対象ローンの金利割引制度を適用いたします。 

 ＜本制度の対象となるローン＞ 

   リビングローン（エコリビングローン）、マイハウスローン「なおしま専科」・「かりかえま専科」、

公務員ローン、無担保型借り換え住宅ローン、教育ローン、介護ローン「ケアサポート」、 

給振ローン 

 

 

以 上 

 

 

 

 

報道機関のお問合せ先 

筑波銀行 総合企画部広報室 鴨志田  内線３７３０ 

℡ ０２９－８５９－８１１１ 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 
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八千代支店 

限定 

店頭金利より 

マイナス 年 ％ 

住宅ローン 

八千代町定住促進住宅ローン 
※筑波銀行 八千代支店限定 

お取扱期間 
八千代町制定の「八千代町転入者住まい応援助成金制度」による 

※詳しくは、八千代町にお問合せください。 

ご利用いただける方 
八千代町の「八千代町転入者住まい応援助成金制度」の適用を受けられる方で、かつ、当行住宅ローンを
ご利用いただける個人の方 

ご融資利率 
金利選択型（変動金利、３年固定金利、５年固定金利、１０年固定金利）住宅ローンのご融資利率を店頭金
利から全期間マイナス年１．６０％ 

八千代町をもっと応援！ 

八千代町に住民登録がある方を対象に、各種ローンの金利割引も実施中！ 

【金利割引対象商品】 
リビングローン（エコリビングローン）、マイハウスローン「なおしま専科」・「かりかえま専科」、公務員ローン、 
無担保型借り換え住宅ローン、教育ローン、介護ローン「ケアサポート」、給振ローン  
※審査結果によってはご希望に添えない場合もございます。 
 
詳しくは店頭窓口にてご確認ください。 

八千代支店限定 

お問合せ先 

詳しくは、筑波銀行八千代支店までお気軽にお問合せください。 

平成30年3月27日現在 



八千代町定住促進 

住宅ローンを 

ご利用いただける方 

八千代町「八千代町転入者住まい応援助成金制度」の適用を受けられる方で、かつ、当行住宅ローンをご利用いただ
ける個人の方 

金利プラン 割引幅 

変動金利 

マイナス年１.６０％ 固定金利選択型 

３年 

５年 

１０年 

ご利用いただける方 

【年   齢】満２０歳以上、満６５歳以下の方で、最終完済時の年齢が満８０歳未満の個人の方 

【年   収】前年度税込み年収が１００万円以上の方 

【勤   続】勤続年数が１年以上の方、または、営業年数２年以上の方 

【生命保険】団体信用生命保険に加入できる方（保険料は当行が負担いたします） 
【保証会社】当行所定の保証会社の保証が受けられる方 

お使い道 
ご本人がお住まいになるための資金で、次に該当するものを対象とします。 

●住宅の新築・購入資金 ●中古住宅の購入資金 

ご融資の条件 

【ご融資資金】最高１億円（１０万円単位） 
【ご融資期間】最長３５年以内（１年単位） 
【金     利】●変動金利 ●固定金利選択型（３年、５年、１０年） 
※団体特約選択時における適用金利 

 「三大疾病＋Ｗ（ワイド）」「つくば返済サポート保険」をご利用の場合  → 店頭表示金利＋年０．２０％ 

 「特別団信」をご利用の場合                           → 店頭表示金利＋年０．５０％ 

 「三大疾病」（全国保証）をご利用の場合「」                  → 店頭表示金利＋年０．１０％ 

固定金利特約期間の選択 
お借入時に３年、５年、１０年いずれかの固定金利特約期間をご選択いただきます。 

※特約期間中の金利の変更はできません。 

ご返済方法 

●毎月元利均等返済をしていただきます。ボーナス返済分はご融資金額の５０％までといたします。 

●固定金利特約期間の毎月のご返済額は変わりません。 

●固定金利特約期間再選択の際、または、変動金利型住宅ローンへの変更の際、毎月のご返済額を見直しさせて 

  いただきます。 

●固定金利特約期間終了日の７営業日までにお申出がない場合、自動的に変動金利へ変更させていただきます。 

担保 当行所定の保証会社または当行が、ご融資対象物件（土地と建物）に抵当権を設定させていただきます。 

保証人 原則として必要ありません（当行所定の保証会社の保証をご利用いただきます） 

保証料・手数料 

●保証会社のご利用にあたっては、保証会社所定の事務手数料と保証料を保証会社に一括でお支払いいただき 

  ます。 

※〈ご参考〉ご融資金額１００万円の保証料（筑波信用保証㈱）の場合 
 
 
 
 
 

●一部繰上げ返済、繰上げ完済およびご返済方法等の条件変更を行う場合は、当行所定の手数料をお支払いい 

  ただきます。(個人向けインターネットバンキングによる、一部繰り上げ返済手数料は無料です) 

●ローン契約書に添付する印紙税（例：ご融資金額１，０００万円超５，０００万円以下の場合で２０，０００円）、抵当 

  権設定に伴う登録免許税（例：ご融資金額１，０００万円の場合で４０，０００円）等の費用がかかります。 

●固定金利特約期間終了後、再度固定金利特約を選択する場合は６，４８０円（消費税込）と印紙代２００円をご負 

  担いただきます。当初お借入時は無料です。(個人向けインターネットバンキングによる、固定金利選択手数料 

 は無料です) 

火災保険 

●ご融資期間が10年を超える場合は、原則として期間10年の加入していただきます。(満期時にはご融資期間を 

 充足するよう継続して加入いただきます) 

●ご融資期間10年以下の場合は、ご融資期間を充足する火災保険に加入していただきます。 

ご用意いただく書類 

●所得の証明書類（住民税決定通知書、納税証明書等） 
●住民票謄本１通（在日外国人の方は在留カードまたは特別永住者証明書） 
●印鑑証明書３通（銀行用、保証会社用、抵当権設定登記用） 
●資金使途確認資料（売買契約書、登記簿謄本等） 

ご注意事項 

※お借入れにあたっては審査がございます。審査結果によってはご希望に添えない場合もございます。 

※返済額の試算は店頭にて承ります。また、返済条件の変更には別途手数料が必要となります。 

※変動金利型の場合、毎年４月および１０月を基準として融資利率を見直します。 

※詳しくは店頭窓口にてご確認ください。 

八千代町定住促進住宅ローン 

筑波銀行住宅ローン概要 

期　間 5年 10年 15年 20年 25年 30年 35年

2,565円 5,148円 7,789円 10,476円 13,215円 15,990円 18,823円
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

5,130円 10,298円 15,573円 20,950円 26,427円 31,988円 37,644円
保証料

店頭金利より 


